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本日お話しすること 

◆最初に定義を少し 
 

  ■秘密情報管理とは?何が「ややこしい」のか? 
 

◆本事業で三重大学が構築するモデル 
 

  ■体制 
  ■運用・実施 
  ■学生教育 
 

◆他大学（特に同規模大学）へのモデルの波及 
 

◆本事業の実施 
 

  ■実施体制 
  ■人材育成 
  ■学内運用（現状調査を含む） 
  ■全国の大学等への普及（状況調査を含む） 
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本日お話しすること 

◆最初に定義を少し 
 

  ■秘密情報管理とは?何が「ややこしい」のか? 
 

◆本事業で三重大学が構築するモデル 
 

  ■体制 
  ■運用・実施 
  ■学生教育 
 

◆他大学（特に同規模大学）へのモデルの波及 
 

◆本事業の実施 
 

  ■実施体制 
  ■人材育成 
  ■学内運用（現状調査を含む） 
  ■全国の大学等への普及（状況調査を含む） 



秘密情報とは? 

■法的な定義は??? 
●個々の（取引の）実態に応じて決めるべきもの 
●統一的に定義づけるべきものではない 
●なので，大学の規程も 
 「産学連携に関係する大学独自で創出する技術上の秘密情報」 
 「秘密にすることが可能なもの」「秘匿にすることが可能なもの」 

秘密情報 

■設計図・製法，顧客名簿，販売 
 マニュアル，仕入先リスト，etc. 
■大学においては，入試問題・データ， 
 成績，公表前の研究成果，etc. 

個々の法律（対象， 
      手続，罰則） 
例；個人情報保護法 

個々の契約 
例；秘密保持契約 

重要なのはわかるが･･･モヤモヤ 
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不正競争防止法 第2条 第6項 

■出典：不正競争防止法の概要（経済産業省） 

｢認識可能性｣が重要 
 ●紙媒体：｢マル秘｣表示 
 ●電子媒体：記録媒体への｢マル秘｣表示 
 ●化体物（金型など）：化体物のリスト化 
 ●媒体外の情報：カテゴリーのリスト化 

など 

営業秘密???･･･さらにモヤモヤ 
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秘密情報と営業秘密 

■民事的保護 
 民事訴訟において，差止め・損害賠償・ 
 信用回復措置を請求可能 
■刑事的保護 

秘密情報 

営業秘密 
3要件を満たせば 

｢不正競争防止法｣で保護 
される（可能性がある） 

関係をクリアに!! 

※一般的に，(大)企業では，｢営業秘密｣｢それ以外の秘密情報｣とはせず， 
 ｢厳秘（極秘）｣｢秘（マル秘）｣｢社外秘｣に分けて管理 
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｢ごめんなさい｣｢知りませんでした｣は通用しない 
◆企業等から開示・提供された｢秘密情報｣｢営業秘密｣ 

◆｢営業秘密｣を漏洩してしまった場合 
 （刑事上の措置としては） 
  ●不正競争防止法 第21条 第1項・第3項（営業秘密侵害罪） 
  ●10年以下の懲役または2000万円以下の罰金（併科可） 
  ●海外重罪が適用される場合は，3000万円以下の罰金（併科可） 
 
  ●不正競争防止法 第21条 第2項（その他の侵害罪） 
  ●5年以下の懲役または500万円以下の罰金（またはこれの併科） 

◆｢秘密情報｣を漏洩してしまった場合 
  ●民事訴訟における損害賠償 

社会的信用・信頼の失墜 

そもそも｢大学が争い事に巻き込まれる｣ことを回避する必要あり 

大学にとって何がこわい??? 
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本日お話しすること 

◆最初に定義を少し 
 

  ■秘密情報管理とは?何が「ややこしい」のか? 
 

◆本事業で三重大学が構築するモデル 
 

  ■体制 
  ■運用・実施 
  ■学生教育 
 

◆他大学（特に同規模大学）へのモデルの波及 
 

◆本事業の実施 
 

  ■実施体制 
  ■人材育成 
  ■学内運用（現状調査を含む） 
  ■全国の大学等への普及（状況調査を含む） 



マネジメント内容 

「企業との連携数が 
 10件を越える教員」に 
 対して構築した体制 
■教員との｢密｣な連携 
■NDAの活用（共同研究等 
 テーマ・内容の絞り込み） 
■秘密保持の徹底 
■特許等に加え，営業秘密 
 の活用 
■学生への指導の徹底 
など 

「企業との連携数が 
 10件以下の教員」 
「これから産学連携を 
 始める教員」 

｢中小規模大学が導入可能なモデル｣を構築する 
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構築するモデル（体制） 



シンプルに考える!! 

■どの様に管理するか??? 
●｢目的＝管理｣ではない．目的は??? 
●まず｢大学単独のもの｣｢企業単独・企業と共有のもの｣に分類 
●｢大学単独のもの｣⇒教育・研究活動とのバランスが重要 
         ⇒濃淡3分類（｢秘でないもの｣｢秘｣｢営業秘密｣） 
          が妥当(?) 
●｢企業単独・企業と共有のもの｣ 
         ⇒信用・信頼に資することが重要 
         ⇒濃淡4分類（｢秘でないもの｣｢秘｣｢厳秘(マル秘)｣ 
          ｢機密(極秘)｣）が妥当(?) 
         ⇒産学連携を大型化できる・大型化する 

■対象は??? 
●秘密情報･･･法的定義がない 
 ⇒そもそも（細かく）分類できない 
●営業秘密･･･法的リスクが．．． 
 ⇒（企業から提供される場合は）厳重に管理 

｢秘密情報管理｣は結局どこに行き着くのか??? 
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構築するモデル（運用･実施） 
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（物理的管理･技術的管理に大きな 
施設･コストを要する場合の）管理 
コスト，実施期間，学生の採用も 
含めた共同研究等の「大型化」を提案 

共同研究等 

◆NDA締結時･期中 
◆MTA締結時･期中 
◆発明等届出時 
も 

いつ入ってくるのか??? 
⇒システマティックに対応 



共同研究等の担当教員から提出 共同研究等の相手先企業から提出 
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共同研究等の担当教員から提出（続き） 
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大学単独 大学単独 

企業単独･共有 企業単独･共有 企業単独･共有 

秘密情報･営業秘密の濃淡管理(1) 
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区分 機密 厳秘 秘
指定基準 ・本学独自で創出された秘密情報及び職員等の異動により本学に

持ち込まれた秘密情報は，「厳秘」又は「秘」とし，「機密」には指
定しない。
・外部機関から提供された秘密情報及び本学と外部機関が共同で
創出した秘密情報のうち，当該外部機関が「機密」の営業秘密と
して指定し，本学が同意するもの

・本学独自で創出された秘密情報及び職員等の異動により本学に
持ち込まれた秘密情報のうち，営業秘密に該当するもの（企業等
への技術移転若しくはライセンスが可能なもの又は共同研究若しくは
受託研究に使用するものであって特に有用なものであり，厳重に秘
匿すべきもの）
・外部機関から提供された秘密情報及び本学と外部機関が共同で
創出した秘密情報のうち，当該外部機関が営業秘密として指定
し，本学が同意するもの

・本学独自で創出された秘密情報及び職員等の異動により本学に
持ち込まれた秘密情報のうち，営業秘密に該当しないもの
・外部機関から提供された秘密情報及び本学と外部機関が共同で
創出した秘密情報のうち，当該外部機関が営業秘密として指定し
ないもの

アクセス権者 ・統括責任者が指定する職員等及び共同研究員 ・管理責任者が指定する職員等及び共同研究員 ・管理責任者が指定する職員等，共同研究員及び学生等

表示 ・文書等には，「機密」又は「Top Secret」と表示する。
・電子化情報には，電子文書そのもの及びファイル名に「機密」又は
「Top Secret」と表示する。
・物件には，統括責任者が物件リストを作成してアクセス権者におい
て共有し，その物件の保管場所に「機密」又は「Top Secret」の表
示及び「無断持出禁止」の表示を行う。

・文書等には，「厳秘」又は「Secret」と表示する。
・電子化情報には，電子文書そのもの及びファイル名に「厳秘」又は
「Secret」と表示する。
・物件には，管理責任者が物件リストを作成してアクセス権者におい
て共有し，その物件の保管場所に「厳秘」又は「Secret」の表示及
び「無断持出禁止」の表示を行う。

・文書等には，「秘」又は「Confidential」と表示する。
・電子化情報には，電子文書そのもの及びファイル名に「秘」又は
「Confidential」と表示する。
・物件には，その保管場所に「秘」又は「Confidential」の表示及び
「無断持出禁止」の表示を行う。

入出制限 ・秘密情報資料及び電子化情報を保管する建物，フロア及び部屋
へのアクセス権者以外に対する入出制限を行う。

・秘密情報資料及び電子化情報を保管する部屋へのアクセス権者
以外に対する入出制限を行う。

・秘密情報資料及び電子化情報を保管する部屋へのアクセス権者
以外に対する入出制限を行う。

保管 ・秘密情報資料（情報機器を除く。）を保管する場合には，専用
の保管室又は保管庫に施錠して保管する。当該保管室又は保管
庫の鍵は，統括責任者が管理する。電子媒体に保存する電子化
情報については，暗号化，パスワード設定等（以下、「暗号化等」
という。）の適切な措置を講じる。
・電子化情報を情報機器に保管する場合には，ネットワークに接続
されていない専用情報機器に，暗号化等の適切な措置を講じた上
で保存する。当該情報機器にはログインパスワードを設定する。

・秘密情報資料（情報機器を除く。）を保管する場合には，他の
秘密情報資料と区別して，保管室又は保管庫に施錠して保管す
る。当該保管室又は保管庫の鍵は，管理責任者が管理する。電
子媒体に保存する電子化情報については，暗号化，パスワード設
定等（以下、「暗号化等」という。）の適切な措置を講じる。
・電子化情報を情報機器に保管する場合には，分離されたフォルダ
等に，暗号化等の適切な措置を講じた上で保存する。当該情報
機器にはログインパスワードを設定する。

・秘密情報資料（情報機器を除く。）を保管する場合には，他の
秘密情報資料と区別して，保管室又は保管庫に施錠して保管す
る。当該保管室又は保管庫の鍵は，管理責任者が管理する。
・電子化情報を情報機器に保管する場合には，分離されたフォルダ
等に保存する。当該情報機器にはログインパスワードを設定する。



企業単独･共有 企業単独･共有 企業単独･共有 

大学単独 大学単独 

秘密情報･営業秘密の濃淡管理(2) 
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複製 ・秘密情報資料及び電子化情報の複製，印刷及び撮影を行って
はならない。

・秘密情報資料及び電子化情報の複製，印刷及び撮影は，業
務上やむを得ない場合を除いて，行ってはならない。
・秘密情報資料及び電子化情報の複製，印刷及び撮影は，管
理責任者又は管理責任者の許可を得たアクセス権者のみが行うこ
とができる。
・電子化情報の印刷は，原則として入出制限エリア又は当該電子
化情報の取扱者が占有する個室等に設置されたプリンタで，アクセ
ス権者以外に読み取られないよう注意して行う。それ以外の場所に
設置されたプリンタで印刷する場合には，印刷中からプリンタの前に
待機し，完了後直ちに回収する。

・秘密情報資料及び電子化情報の複製，印刷及び撮影は，業
務上やむを得ない場合を除いて，行ってはならない。
・秘密情報資料及び電子化情報の複製，印刷及び撮影は，管
理責任者又は管理責任者の許可を得たアクセス権者のみが行うこ
とができる。
・秘密情報資料及び電子化情報の複製及び印刷は，アクセス権
者以外に読み取られないよう完了後直ちに回収する。

閲覧 ・文書等をアクセス権者以外のものに閲覧させてはならない。
・電子化情報の画面表示は，アクセス権者以外に読み取られない
よう注意して行う。
・統括責任者は，閲覧者名，日時等を記録する。

・文書等をアクセス権者以外のものに閲覧させてはならない。
・電子化情報の画面表示は，アクセス権者以外に読み取られない
よう注意して行う。

・文書等をアクセス権者以外に閲覧させてはならない。
・電子化情報の画面表示は，アクセス権者以外に読み取られない
よう注意して行う。

配布 ・文書等の配布及び電子化情報の電子メール等での配信を行って
はならない。

・文書等の配布に当たっては，文書等への「厳秘」又は「Secret」
表示，取扱い方法についての説明等，情報が漏えいしないよう，
必要な措置を講じる。
・文書等を会議等で資料として配布する場合には，通し番号を付
し，終了後回収する。
・電子化情報をアクセス権者に対して電子メール等で配信する場合
には，暗号化等の適切な措置を講じる。

・文書等の配布に当たっては，文書等への「秘」又は
「Confidential」表示，取扱い方法についての説明，資料の回収
等，情報が漏えいしないよう，必要な措置を講じる。
・電子化情報をアクセス権者に対して電子メール等で配信する場合
には，暗号化，パスワード設定等（以下、「暗号化等」という。）
の適切な措置を講じる。



持出し ・秘密情報資料の保管室外への持出し及び電子化情報の電子
メール等での送信を行ってはならない。

・業務上やむを得ない場合を除いては，秘密情報資料及び電子化
情報を保管室外に持ち出してはならない。やむを得ず持ち出す場合
は，管理責任者の許可を得なければならない。
・秘密情報資料を保管室外に持ち出す場合には，アクセス権者自
らが携行し，滞在先では保管庫に保管する等紛失しないよう適切
な措置を講じる。
・電子化情報が記録された電子媒体を保管室外に持ち出す場合に
は，暗号化等の適切な措置を講じる。
・電子化情報を電子メール等で送信する場合には，暗号化等の適
切な措置を講じる。

・秘密情報資料を保管室外に持ち出す場合には，アクセス権者自
らが携行し，滞在先では保管庫に保管する等紛失しないよう適切
な措置を講じる。
・電子化情報が記録された電子媒体を保管室外に持ち出す場合に
は，暗号化等の適切な措置を講じる。
・電子化情報を電子メール等で送信する場合には，暗号化等の適
切な措置を講じる。

廃棄及び返却 ・秘密情報資料の廃棄及び返却並びに電子化情報の消去に当
たっては，統括責任者の許可を得なければならない。
・秘密情報資料の廃棄に当たっては，統括責任者の責任の下で裁
断，焼却，溶解，記録された電子化情報の消去等，第三者が
残留情報を読み取ることができないように廃棄しなければならない。
・秘密情報資料の返却に当たっては，提供元の外部機関との契約
に従うものとする。

・秘密情報資料の廃棄及び返却並びに電子化情報の消去に当
たっては，管理責任者の許可を得なければならない。
・秘密情報資料の廃棄に当たっては，管理責任者の責任の下で裁
断するか，大学によって指定された場所に持ち込まなければならな
い。
・統括責任者は，指定された場所に持ち込まれた秘密情報資料に
対して，裁断，焼却，溶解，記録された電子化情報の消去等，
第三者が残留情報を読み取ることができないように廃棄するための
環境を整えなければならない。
・外部機関から提供された秘密情報資料の返却に当たっては，当
該外部機関との契約に従うものとする。

・秘密情報資料の廃棄に当たっては，管理責任者の責任の下で裁
断するか，大学によって指定された場所に持ち込まなければならな
い。
・統括責任者は，指定された場所に持ち込まれた秘密情報資料に
対して，裁断，焼却，溶解，記録された電子化情報の消去等，
第三者が残留情報を読み取ることができないように廃棄するための
環境を整えなければならない。
・外部機関から提供された秘密情報資料の返却に当たっては，当
該外部機関との契約に従うものとする。

企業単独･共有 企業単独･共有 企業単独･共有 

大学単独 大学単独 

秘密情報･営業秘密の濃淡管理(3) 
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●上記の管理方法を企業に開示．｢秘密情報がどの区分に該当するか?｣を 
 研究代表者に明示してもらうよう依頼．｢棚卸し｣も 
●上記の管理方法を研究代表者にも通知（産学官連携リスクマネジメント室長 
 からの依頼文書） 
●学生については，可能な限りアクセスしないよう産学で留意．就職試験･後の 
 ことも含め，秘密保持に係るマインドを産学で啓発 
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構築するモデル（学生教育） 



本日お話しすること 

◆最初に定義を少し 
 

  ■秘密情報管理とは?何が「ややこしい」のか? 
 

◆本事業で三重大学が構築するモデル 
 

  ■体制 
  ■運用・実施 
  ■学生教育 
 

◆他大学（特に同規模大学）へのモデルの波及 
 

◆本事業の実施 
 

  ■実施体制 
  ■人材育成 
  ■学内運用（現状調査を含む） 
  ■全国の大学等への普及（状況調査を含む） 



他大学（特に同規模大学）への波及 

「地方中規大学向けのリスクマネジメント導入マニュアル(仮称)」 
「実務者向け教材」の提供 
 

コンテンツ 
 ■体制構築 
  ●ポリシー・規程，要項等 
 ■実施・運用 
  ●「企業との連携数が10件以上を越える教員」に対して実施している 
    知財マネジメント，技術移転等の手法 
    営業秘密管理等の手法 
  ●「企業との連携数が10件以下の教員」「これから産学連携を始める教員」への 
   「落とし込み」手法 
  ●チェックシート様式，契約書雛形等 
  ●安全保障貿易管理における「役務の提供」に係るマネジメント手法 
 ■教員に対する研修会資料 
 ■学生への講義用テキスト 
 

「実務者向け研修会」の開催 
 

コンテンツ 
 ■三重大学，参加大学での事例を取り上げ，ケーススタディを実施（複数回） 
 ■ネットワーク化 
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本日お話しすること 

◆最初に定義を少し 
 

  ■秘密情報管理とは?何が「ややこしい」のか? 
 

◆本事業で三重大学が構築するモデル 
 

  ■体制 
  ■運用・実施 
  ■学生教育 
 

◆他大学（特に同規模大学）へのモデルの波及 
 

◆本事業の実施 
 

  ■実施体制 
  ■人材育成 
  ■学内運用（現状調査を含む） 
  ■全国の大学等への普及（状況調査を含む） 
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事業の実施（体制） 
◆学長等のリーダーシップの下での 
 マネジメント強化 

■社会連携研究センター内に，研究 
 を担当する副学長を責任者として 
 「産学官連携リスクマネジメント 
 室」を設置．（平成27年12月10日） 

■「産学官連携リスクマネジメント 
 室」およびその準備段階において， 
 本事業を推進． 
 本事業で取り組む「技術流出防止 
 マネジメント」の他，利益相反 
 マネジメント，生物多様性条約対応 
 も含めて一元的にマネジメントを 
 実施（教員からの相談対応窓口 
 としても）． 
■「社会連携研究センター」， 
 「産学官連携リスクマネジメント 
 室」に，外部評価委員（それぞれ 
 に３名）を置き，両組織の活動を 
 客観的に評価． 
■学長は客観的評価結果に基づいて 
 両組織に対して意見・指導を実施． 



17 

事業の実施（人材育成） 
◆リスクマネジメント人材の確保・ 
 育成 

■日常の産学官連携リスクマネジ 
 メントの遂行を通じ，相談対応に 
 関するノウハウの蓄積および担当 
 人材のスキル向上． 
■事業担当者（知的財産統括室 
 副室長）が研究員（本事業で採用） 
 をOJTによって育成． 
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事業の実施（運用） 
◆実効的・効率的なマネジメント 
 体制・システムの構築 
■企業等からの共同研究・受託研究 
 申込時に，本学の担当研究者に対して 
 チェックシートの提出を義務づける 
 ことを目標とし，チェックシートの 
 内容・様式等を検討． 
■チェックシートの内容・様式等の 
 検討および営業秘密管理に関する 
 意識・理解度等を把握することを 
 目的として，平成23年度から平成 
 26年度の間に共同研究・受託研究を 
 行った学内教員274名を対象に 
 アンケートを実施． 
■学生に対する営業秘密管理教育を 
 行うための検討と実践． 

◆研究者等への普及啓発 

■「平成27年度研究に関する研修会 

 （研究担当理事が主催）」を開催し， 
 研究倫理も含め，安全保障貿易管理 
 および産学官連携リスクマネジ 
 メントについて，教員に対して普及 
 啓発を実施． 



事業の実施（運用） 
１－A．共同研究・受託研究契約書に秘密保持義務条項があることを 
    ご存知でしたか？ 

２－⑦ 共同研究等において、それぞれの開始前に「個人又は三重大学」が 
     単独で保有していたノウハウがありますか？ 

５－B 当該参画された方に秘密保持に関する指導・注意喚起を行っていましたか？ 
    （複数選択可） 
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６－A 個人又は三重大学が保有する秘密情報の管理についてお尋ねします。 
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１）知っており、秘密保持を厳守していた 
２）知ってはいたが秘密保持は厳守していなかった 
３）何となく知っていた 
４）知らなかった 

１）ない 
２）ある 

１）秘密保持に関する指導・注意喚起をし、本人の同意を得た上で誓約書等を提出させていた 
２）秘密保持に関する指導・注意喚起をせず、誓約書等を提出させていた 
３）誓約書等は提出させていないが、指導・注意喚起を行っていた 
４）その他 
５）特に何もしていなかった 

１）常に「秘」又は「Confidential」と明示している 
２）他者に開示又は提供する際には、「秘」又は「Confidential」と明示している 
３）他者に開示又は提供する際に、「秘」又は「Confidential」と明示しないことがある 
４）「秘」又は「Confidential」と明示していない 
５）特に秘密情報は持っていない 

学内アンケート結果の一例（回収率：70.0%） 
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事業の実施（運用） 
１－A．共同研究・受託研究契約書に秘密保持義務条項があることを 
    ご存知でしたか？ 

２－⑦ 共同研究等において、それぞれの開始前に「個人又は三重大学」が 
     単独で保有していたノウハウがありますか？ 

５－B 当該参画された方に秘密保持に関する指導・注意喚起を行っていましたか？ 
    （複数選択可） 
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６－A 個人又は三重大学が保有する秘密情報の管理についてお尋ねします。 
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３）何となく知っていた 
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１）ない 
２）ある 

１）秘密保持に関する指導・注意喚起をし、本人の同意を得た上で誓約書等を提出させていた 
２）秘密保持に関する指導・注意喚起をせず、誓約書等を提出させていた 
３）誓約書等は提出させていないが、指導・注意喚起を行っていた 
４）その他 
５）特に何もしていなかった 

１）常に「秘」又は「Confidential」と明示している 
２）他者に開示又は提供する際には、「秘」又は「Confidential」と明示している 
３）他者に開示又は提供する際に、「秘」又は「Confidential」と明示しないことがある 
４）「秘」又は「Confidential」と明示していない 
５）特に秘密情報は持っていない 

学内アンケート結果の一例（回収率：70.0%） 

「企業との連携数が多い教員（10件を越える教員）」ほど 
リスク管理の意識が高く，適切なマネジメントがされている． 
 
理由 
 ■産学連携・知財スタッフとの｢密｣な連携 
 ■NDAの活用（共同研究等テーマ・内容の絞り込み） 
 ■秘密保持の徹底 
 ■特許等に加え，営業秘密の活用 
 ■学生への指導の徹底 
など 
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事業の実施（全国の大学等への普及） 
◆事例把握・情報共有（マネジメント 
 のノウハウ等の整備） 
■同規模の地方国立大学（重点支援 
 Ⅰ類の54大学）に対して，営業 
 秘密管理，安全保障貿易管理，共同 
 研究・受託研究における秘密保持等 
 に関するアンケートを実施． 
■同規模の地方国立大学の特徴を抽出 
 するため，他の国立大学（重点支援 
 ⅡおよびⅢ類の31大学）に対して 
 も同様のアンケートを実施． 
■同規模の地方国立5大学に対して， 
 実地調査を実施． 

◆他の同規模大学等に対する波及 

■「地方中規模大学向けリスクマネジ 
 メント導入マニュアル(仮称)」検討． 
■「実務担当者向け教材の作成と研修 
 会（ケーススタディ，複数回，他の 
 同規模大学等を含む全国に開放）」 
 検討． 
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事業の実施（全国の大学等への普及） 

A 営業秘密管理に関する担当部署や相談窓口を設置していますか？ 

１）担当部署を設置している 
２）担当部署は設置していないが、相談窓口を設置している 
３）担当部署も相談窓口も設置していない 

A－Ⅲ 営業秘密管理に関する担当部署や相談窓口は十分に運用できていますか？ 

１）十分に運用できている 
２）十分には運用できていない 

C 秘密情報管理に関して学内の研究者にどのように周知していますか？ 

１）特に周知活動を行っていない 
２）学内研修、及び研究室への個別訪問等による個別周知を行っている 
３）学内研修のみを行っている 
４）研究室への個別訪問等による個別周知のみを行っている 
５）その他の周知活動を行っている（※具体的な内容をご記入ください。） 
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D 営業秘密管理に関して学生にどのように教育していますか？ 
１）特に教育を行っていない 
２）講義、及びOJTを行っている 
３）講義のみを行っている 
４）OJTのみを行っている 
５）その他の教育を行っている 
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他大学へのアンケート結果の一例（回収率：71.8%） 
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事業の実施（全国の大学等への普及） 

A 営業秘密管理に関する担当部署や相談窓口を設置していますか？ 

１）担当部署を設置している 
２）担当部署は設置していないが、相談窓口を設置している 
３）担当部署も相談窓口も設置していない 

A－Ⅲ 営業秘密管理に関する担当部署や相談窓口は十分に運用できていますか？ 

１）十分に運用できている 
２）十分には運用できていない 

C 秘密情報管理に関して学内の研究者にどのように周知していますか？ 

１）特に周知活動を行っていない 
２）学内研修、及び研究室への個別訪問等による個別周知を行っている 
３）学内研修のみを行っている 
４）研究室への個別訪問等による個別周知のみを行っている 
５）その他の周知活動を行っている（※具体的な内容をご記入ください。） 
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他大学へのアンケート結果の一例（回収率：71.8%） 

重点支援Ⅰ類の大学（地方大学）では， 
特に「営業秘密管理」が十分になされていない． 
 
■担当部署・相談窓口の設置 
■営業秘密管理の運用 
■学内研究者への周知 
■学生への教育 
等について，50％を越える大学が未整備． 
 
三重大学で構築したモデルを普及していく． 
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「まとめ」にかえて 平成28年度に実施中・予定 

◆体制 
●名古屋大学と連携し，「営業秘密管理ポリシーおよび規程」策定 
●名古屋大学と連携し，ガイドラインの作成 
 （大学の規模に関係なく必要なもの，中小規模大学に特化したものを抽出） 
●名古屋大学と連携し，学生の取扱に係るインフォームドコンセント用書類作成 

●全学対応のURA（平成28年度採用予定）に対しても，定期的に営業秘密 
 管理および安全保障貿易管理に関する啓発を実施 

◆人材育成 

●チェックシートに該当項目が1つでもあった場合，当該担当教員に対し， 
 管理方法の周知・徹底，OJTによるフォロー・啓発を実施 
●URAにより，共同研究・受託研究以外についても順次ヒアリング・普及 
 啓発を実施 

◆学内運用 

◆学内運用 
●「地方中規模大学向けリスクマネジメント導入マニュアル(仮称)」作成 
●「実務担当者向け教材の作成と研修会」実施 
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三重大学 
産学官連携リスクマネジメント室 
 ●sangakukan-risk@crc.mie-u.ac.jp 
 ●059-231-5364 

◆お申込･お問合わせ 





ご清聴 
ありがとうございました 

写真提供：志摩市 
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